
 
 

 

 

平成 24 年度 地域活性化総合特別区域評価書【正】 

 

作成主体の名称：新潟県長岡市 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

   持続可能な中山間地域を目指す自立的地域コミュニティ創造特区 

 

２ 総合特区計画の状況 

 ①総合特区計画の概要 

   地域住民と協働して地域づくり等に取り組むＮＰＯ法人を事業主体として、地域住民

全員が会費を負担して経営に参画し、相互扶助の精神に基づき労力や技術等を無償又は

安価で提供して経費を削減し、また、既存の概念にとらわれずに事業を行い多様な収益

を確保することにより経営の安定化を図りながら、継続的に生活サービスを提供する『自

立経営型ＮＰＯ法人による生活サービス提供モデル』の構築を図る。 

②総合特区計画の目指す目標 

誰もが安心して暮らし続けられる地域 

解説：中山間地域にある当該区域が有する水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観

形成、伝統文化の伝承等の多面的かつ公益的な機能は、直接的・間接的に市民

や国民の暮らしを支えている。これらの機能を維持するため、また、何よりも

当該区域に住み続けたいという住民の想いを実現するため、継続的に生活サー

ビスを提供することができるモデルを構築することにより「誰もが安心して暮

らし続けられる地域」を目指すもの。 

③総合特区の指定時期及び総合特区計画の認定時期 

   平成23年12月22日指定 

   平成24年２月28日認定（平成25年３月29日 終変更） 

 

３ 目標に向けた取組の進捗に関する評価（別紙１） 

①評価指標及び留保条件 

評価指標（１）：住民基本台帳人口 [進捗度98％] 

数値目標（１）－①：山古志地域・太田地区  

1,536人（Ｈ23年９月現在）→ 1,390人（Ｈ28年９月） 

[Ｈ24年度実績 1,442人、進捗度96％、寄与度25％] 

数値目標（１）－②：小国地域 

                    6,168人（Ｈ23年９月現在）→ 5,650人（Ｈ28年９月） 

                [Ｈ24年度実績 6,022人、進捗度99％、寄与度25％] 

数値目標（１）－③：栃尾地域 

  21,350人（Ｈ23年９月現在）→ 19,680人（Ｈ28年９月） 

           [Ｈ24年度実績 20,641人、進捗度98％、寄与度25％] 



 
 

数値目標（１）－④：川口地域 

                    4,989人（Ｈ23年９月現在）→  4,680人（Ｈ28年９月） 

                [Ｈ24年度実績 4,872人、進捗度99％、寄与度25％] 

評価指標（２）：市政への満足度（バス・電車など公共交通機関） 

「満足である」又は「どちらかといえば満足」 [進捗度93％] 

数値目標（２）： 山古志地域  14.0％（Ｈ23年１月現在）→ 17％（Ｈ28年） 

小国地域   28.6％（Ｈ23年１月現在）→ 31％（Ｈ28年） 

栃尾地域   33.6％（Ｈ23年１月現在）→ 36％（Ｈ28年） 

川口地域   43.0％（Ｈ23年１月現在）→ 46％（Ｈ28年） 

≪代替指標による評価≫ 

代替指標（２）：小国地域の地域生活交通住民アンケートにおける満足度 

  28.6％（Ｈ23年１月現在）→ 31％（Ｈ28年） 

          [Ｈ24年実績 27.0％、進捗度93％、寄与度100％] 

 当該年度の工程表において、自立経営型ＮＰＯ法人による運行サービスを受けられる

地域が小国地域のみであることから、それを代替指標に用いる。 

評価指標（３）：各地域で民間の路線バスが運行されていないエリアにおいて、民間事業者

でも行政でもない『自立経営型ＮＰＯ法人』が行う生活交通事業により運

行サービスが受けられる市民の割合 [進捗度100％] 

数値目標（３）：山古志地域・太田地区※１ 

0.0(99.8)％（Ｈ23年９月）→  99.8％（Ｈ28年） 

小国地域  0.0％（Ｈ23年９月）   →  97.6％（Ｈ28年） 

栃尾地域※２ 0.0％（Ｈ23年９月）   →   0.0％（Ｈ28年） 

川口地域  0.0％（Ｈ23年９月）   → 100.0％（Ｈ28年） 

≪代替指標による評価≫ 

  代替指標（３）：小国地域  0.0％（Ｈ23年９月）   →  97.6％（Ｈ28年） 

           [Ｈ24年実績 97.5％、進捗度100％、寄与度100％] 

 当該年度の工程表において、自立経営型ＮＰＯ法人による運行サービスを受けられる

地域が小国地域のみであることから、それを代替指標に用いる。 

※１ 山古志地域・太田地区では、自立経営型ＮＰＯ法人による運行サービスが提供されていないため、

数値は0.0％であるが、平成23年９月現在、ＮＰＯ法人が会費と財団法人新潟県中越大震災復興基金

等の補助金により、会員制運送サービスを提供しているため、そのサービスを受けられる市民の割合

を参考としてカッコ内に掲載した。 

※２ 栃尾地域では、過疎高齢化が進行する地域における住民の生活サービスの確保を図るため、ＮＰＯ

法人によるコミュニティバスの運行について枠組みを含めた具体的な検討が進められているが、現在、

民間のバス事業が継続される見込みであるので、現時点における目標数値は0.0％とした。 

  現地調査時の指摘事項あり（評価指標（２）（３）関係） 

 ②寄与度の考え方 

   評価指標（２）及び（３）については、当該年度において、自立経営型ＮＰＯ法人に

よる運行サービスが提供された地域で均等して算出するもの。（事業未実施の地域を除く

もの） 

 ③総合特区として実現しようとする目標（数値目標を含む）の達成に、特区で実施する各



 
 

事業が連携することにより与える効果及び道筋 

   当該区域の地域住民の公共交通に対する満足度を高め、さらに定住化を図るための方

策として地域の実情にあった生活交通サービスを提供する。このサービスは、あらかじ

め設定された経路上におけるバスの定期運行だけではなく、地域住民の団体活動等を促

進するため、車両を使用しない日や時間帯に限り、地域住民等に対して車両の貸渡しを

行うもの。 

④目標達成に向けた実施スケジュール（別紙１－２） 

   小国地域ではＮＰＯ法人を事業主体として、過疎地有償運送が計画どおり開始された。

平成25年度は川口地域、平成26年度は山古志地域・太田地区と順次、過疎地有償運送を

開始するので、規制の特例措置を活用して、自家用マイクロバスのレンタカー事業の実

施や旅客の範囲の緩和を実現することで、持続可能な中山間地域を目指す。 

 

４ 規制の特例措置を活用した事業等の実績及び自己評価（別紙２） 

  特定地域活性化事業：過疎地有償旅客運送マイクロバス有償貸渡事業（通達「貸渡人を

自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し（レンタカー）

の取扱いについて」） 

総合特区内において、過疎地有償運送を行うＮＰＯ法人がマイクロバスのレンタカー

事業を行う場合、マイクロバス以外の車両を使用した２年以上のレンタル事業の実績を

有していなくても、レンタカー事業開業当初から他人の需要に応じて過疎地有償運送の

用に供する自家用マイクロバスのレンタルを行うことが可能になった。 

             

５ 財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（別紙３） 

財政支援：該当なし 

税制支援：該当なし 

金融支援（利子補給金）：１件 

   生活交通事業（小国地域）で、ＮＰＯ法人がマイクロバスを購入する際に、総合特区

支援利子補給金制度を活用することよって事業者の金利負担が軽減され、事業が円滑に

実施された。 

 

６ 地域独自の取組の状況及び自己評価（別紙４） 

  （地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連す

る民間の取組等） 

   市では、ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（地域生活交通補助金）

することにより、生活交通を維持することができた。また、ＮＰＯ法人等に対して、地

域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会の開催や先進地視察なども実施しており、

地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維持等に寄与し、中山間地域の

生活交通の維持に貢献した。 

 

７ 総合評価 

   総合特区支援利子補給金制度を活用し、小国地域ではＮＰＯ法人による生活交通事業



 
 

が計画どおり開始された。山古志地域・太田地区及び川口地域でも、来年度以降の事業

開始に向けて住民が主体となった運営の準備を進めているので、今後は、更なる収益性

の向上を図るため、規制の特例措置の実現を図るとともに、ＮＰＯ法人と地域住民との

協働推進やバスの利活用促進に向けて次年度以降も総合特区を継続し、取組を推進する。 



別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成23年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 1,506(人) 1,477(人) 1,448(人) 1,419(人) 1,390(人)

実績値 1,536(人) 1,442(人)

進捗度
（％）

96%

評価指標（１）
住民基本台帳人口

目標達成の考え方及び目標達成に向け
た主な取組、関連事業

各年度の目標設定の考え方や数値の根
拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠に
代えて計画の進行管理の方法等

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅れ
ている場合は要因分析）及び次年度以
降の取組の方向性

・ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（市コミュニティバス運行補助金）することにより、生活交通の維持を
図る。また、財団法人山の暮らし再生機構への財政支援により、地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維
持等に寄与し、中山間地域の生活交通の維持に貢献できる。
・震災からの復興や地域づくりに取り組む住民やＮＰＯ法人等に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会
の開催や先進地視察などを実施することで、組織の自立安定化や新規事業の立上げに向けた知識の取得等を図る。

数値目標①
山古志地域・太田地区　1,536人

→1,390人

寄与度(※)：25（％）

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

・本計画による取り組みが、人口減少（主に社会減）の抑制に資すると考えられることから、住民基本台帳人口を指標とし
た。
・指定申請時（平成23年９月）の長岡市人口に国立社会保障・人口問題研究所が公表する将来推計人口の2010年から2015
年までの減少率を乗じたもの（10人未満の端数は切り上げ処理）
・各年度における目標値の設定については、客観的なデータを活用した設定が困難であることから、基準値から目標値まで
の５年間の減少分を均等に振り分けて設定したもの。

「誰もが安心して暮らし続けられる地域」を目指す取組みが、当該区域の人口維持に一定の効果があったものと評価する。
今後もＮＰＯ法人と地域住民との協働推進やバスの利活用促進に向けた取組を推進する。

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

外部要因等特記事項



別紙１

当初（平成23年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 6,064(人) 5,960(人) 5,856(人) 5,753(人) 5,650(人)

実績値 6,168(人) 6,022(人)

進捗度
（％）

99%

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

数値目標②
小国地域 6,168人→5,650人

寄与度(※)：25（％）

「誰もが安心して暮らし続けられる地域」を目指す取組みが、当該区域の人口維持に一定の効果があったものと評価する。
今後もＮＰＯ法人と地域住民との協働推進やバスの利活用促進に向けた取組を推進する。

外部要因等特記事項

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

各年度の目標設定の考え方や数値の根
拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠に
代えて計画の進行管理の方法等

・本計画による取り組みが、人口減少（主に社会減）の抑制に資すると考えられることから、住民基本台帳人口を指標とし
た。
・指定申請時（平成23年９月）の長岡市人口に国立社会保障・人口問題研究所が公表する将来推計人口の2010年から2015
年までの減少率を乗じたもの（10人未満の端数は切り上げ処理）
・各年度における目標値の設定については、客観的なデータを活用した設定が困難であることから、基準値から目標値まで
の５年間の減少分を均等に振り分けて設定したもの。

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅れ
ている場合は要因分析）及び次年度以
降の取組の方向性

評価指標（１）
住民基本台帳人口

目標達成の考え方及び目標達成に向け
た主な取組、関連事業

・ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（市コミュニティバス運行補助金）することにより、生活交通の維持を
図る。また、財団法人山の暮らし再生機構への財政支援により、地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維
持等に寄与し、中山間地域の生活交通の維持に貢献できる。
・震災からの復興や地域づくりに取り組む住民やＮＰＯ法人等に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会
の開催や先進地視察などを実施することで、組織の自立安定化や新規事業の立上げに向けた知識の取得等を図る。



別紙１

当初（平成23年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 21,016(人) 20,682(人) 20,348(人) 20,014(人) 19,680(人)

実績値 21,350(人) 20,641(人)

進捗度
（％）

98%

評価指標（１）
住民基本台帳人口

数値目標③
栃尾地域21,350人→19,680人

寄与度(※)：25（％）

目標達成の考え方及び目標達成に向け
た主な取組、関連事業

「誰もが安心して暮らし続けられる地域」を目指す取組みが、当該区域の人口維持に一定の効果があったものと評価する。
今後もＮＰＯ法人と地域住民との協働推進やバスの利活用促進に向けた取組を推進する。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

・ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（市コミュニティバス運行補助金）することにより、生活交通の維持を
図る。また、財団法人山の暮らし再生機構への財政支援により、地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維
持等に寄与し、中山間地域の生活交通の維持に貢献できる。
・震災からの復興や地域づくりに取り組む住民やＮＰＯ法人等に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会
の開催や先進地視察などを実施することで、組織の自立安定化や新規事業の立上げに向けた知識の取得等を図る。

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅れ
ている場合は要因分析）及び次年度以
降の取組の方向性

各年度の目標設定の考え方や数値の根
拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠に
代えて計画の進行管理の方法等

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

・本計画による取り組みが、人口減少（主に社会減）の抑制に資すると考えられることから、住民基本台帳人口を指標とし
た。
・指定申請時（平成23年９月）の長岡市人口に国立社会保障・人口問題研究所が公表する将来推計人口の2010年から2015
年までの減少率を乗じたもの（10人未満の端数は切り上げ処理）
・各年度における目標値の設定については、客観的なデータを活用した設定が困難であることから、基準値から目標値まで
の５年間の減少分を均等に振り分けて設定したもの。



別紙１

当初（平成23年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 4,927(人) 4,865(人) 4,803(人) 4,741(人) 4,680(人)

実績値 4,989(人) 4,872(人)

進捗度
（％）

99%

・本計画による取り組みが、人口減少（主に社会減）の抑制に資すると考えられることから、住民基本台帳人口を指標とし
た。
・指定申請時（平成23年９月）の長岡市人口に国立社会保障・人口問題研究所が公表する将来推計人口の2010年から2015
年までの減少率を乗じたもの（10人未満の端数は切り上げ処理）
・各年度における目標値の設定については、客観的なデータを活用した設定が困難であることから、基準値から目標値まで
の５年間の減少分を均等に振り分けて設定したもの。

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅れ
ている場合は要因分析）及び次年度以
降の取組の方向性

「誰もが安心して暮らし続けられる地域」を目指す取組みが、当該区域の人口維持に一定の効果があったものと評価する。
今後もＮＰＯ法人と地域住民との協働推進やバスの利活用促進に向けた取組を推進する。

目標達成の考え方及び目標達成に向け
た主な取組、関連事業

・ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（市コミュニティバス運行補助金）することにより、生活交通の維持を
図る。また、財団法人山の暮らし再生機構への財政支援により、地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維
持等に寄与し、中山間地域の生活交通の維持に貢献できる。
・震災からの復興や地域づくりに取り組む住民やＮＰＯ法人等に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会
の開催や先進地視察などを実施することで、組織の自立安定化や新規事業の立上げに向けた知識の取得等を図る。

各年度の目標設定の考え方や数値の根
拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠に
代えて計画の進行管理の方法等

評価指標（１）
住民基本台帳人口

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

寄与度(※)：25（％）

数値目標④
川口地域4,989人→4,680人

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

外部要因等特記事項
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当初（平成23年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 29.0(%) 29.5(%) 30.0(%) 30.5(%) 31.0(%)

実績値 28.6(%) 27.0(%)

進捗度
（％）

93%

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

外部要因等特記事項

・本計画による取り組みが、地域住民の公共交通機関の満足度の向上に資すると考えられることから、市政への満足度を
指標とした。
・本市の総合計画後期基本計画まちづくりアンケートにおける公共交通機関の満足度の数値目標である５％の上昇に対
し、小国地域等での運賃徴収等マイナス要因を考慮し、３％上昇を目標とした。
・各年度における目標値の設定については、客観的なデータを活用した設定が困難であることから、基準値（平成23年
28.6%）から目標値までの増加分をバスの運行開始年度から平成28年度までで均等に振り分けて設定したもの。

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅れ
ている場合は要因分析）及び次年度以
降の取組の方向性

・生活交通事業（小国地域）が開始され、順調に事業が進捗しており、当該地域の公共交通機関に対する市政への満足度
の維持に一定の効果があったものと評価する。今後もＮＰＯ法人と地域住民との協働推進やバスの利活用促進に向けた取
組を推進する。
・平成25年度は、長岡市まちづくりアンケートを実施する予定であり、基準値での評価が可能である。なお、平成26年度以降
は、長岡市まちづくりアンケートの実施については未定であるが、事業が実施されている地域において同目的のアンケート
を実施するよう取り組んでいく。

評価指標（２）
市政への満足度（バス・
電車など公共交通機関）
「満足である」又は「どち

らかといえば満足」

数値目標（２）
山古志地域14.0％→

17％
小国地域28.6％→31％
栃尾地域33.6％→36％
川口地域43.0％→46％

各年度の目標設定の考え方や数値の根
拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠に
代えて計画の進行管理の方法等

目標達成の考え方及び目標達成に向け
た主な取組、関連事業

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

・この評価指標は、長岡市まちづくりアンケートの数値を基準値としているが、当面は同目的のアンケートを実施しないこと
から、評価時点では実績値を把握できない。そのため、代替指標として、小国地域生活交通住民アンケート（平成24年11月
集計）による事後評価を行うこととする。
・小国地域しか事業を実施していないため、小国地域の生活交通住民アンケートを代替指標に用いるが、長岡市まちづくり
アンケートと同一の対象（小国地域住民）及び質問内容（公共交通機関への満足度）としていることから、長岡市まちづくりア
ンケートに代えて満足度を把握することが可能であり、本数値目標の代替指標として適切である。

・ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（市コミュニティバス運行補助金）することにより、生活交通の維持を
図る。また、財団法人山の暮らし再生機構への財政支援により、地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維
持等に寄与し、中山間地域の生活交通の維持に貢献できる。
・震災からの復興や地域づくりに取り組む住民やＮＰＯ法人等に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会
の開催や先進地視察などを実施することで、組織の自立安定化や新規事業の立上げに向けた知識の取得等を図る。

代替指標（２）
小国地域の地域生活交通住民

アンケートにおける満足度
28.6％→31％

寄与度(※)：－（％）
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当初（平成23年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 97.6(%) 97.6(%) 97.6(%) 97.6(%) 97.6(%)

実績値 0.0(%) 97.5(%)

進捗度
（％）

100%

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅れ
ている場合は要因分析）及び次年度以
降の取組の方向性

ＮＰＯ法人が行う生活交通事業により、小国地域でコミュニティバス運行サービスが計画どおり開始された。また、山古志地
域・太田地区及び川口地域においても、コミュニティバス運行サービス開始に向けた準備が進められている。

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

・この評価指標は、各地域における『自立経営型ＮＰＯ法人』が行う生活交通事業により運行サービスが受けられる市民の
割合を基準値としているが、平成24年度は小国地域しか事業を実施していないため、評価時点では各地域の実績値を把握
できない。そのため、小国地域の数値を代替指標に用いる。

外部要因等特記事項

目標達成の考え方及び目標達成に向け
た主な取組、関連事業

・ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対して財政支援（市コミュニティバス運行補助金）することにより、生活交通の維持を
図る。また、財団法人山の暮らし再生機構への財政支援により、地域の多様な活動を支援することでコミュニティ機能の維
持等に寄与し、中山間地域の生活交通の維持に貢献できる。
・震災からの復興や地域づくりに取り組む住民やＮＰＯ法人等に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続講座・研修会
の開催や先進地視察などを実施することで、組織の自立安定化や新規事業の立上げに向けた知識の取得等を図る。

各年度の目標設定の考え方や数値の根
拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠に
代えて計画の進行管理の方法等

・本計画による取り組みが、民間路線バスが運行されていないエリアにおいて、生活交通サービスを受ける機会の確保に資
すると考えられることから、運行サービスを受けられる市民の割合を指標とした。
・指定申請時（平成23年９月）においては、事業が開始されていないため０％とした。
・生活交通事業の想定運行経路に含まれる町内会の人口を、民間の路線バスが運行されていない地域の人口で除したも
の。なお、それぞれの人口は平成23年９月時点の数値を使用した。
・各年度における目標値の設定については、今後の各地域における生活交通事業の実施時期を考慮し設定した。
・栃尾地域では現在、民間のバス事業が継続される見込みであるので、現時点における目標数値は0.0とした。

評価指標（３）
各地域で民間の路線バ
スが運行されていないエ
リアにおいて、民間事業
者でも行政でもない『自
立経営型ＮＰＯ法人』が
行う生活交通事業により
運行サービスが受けられ

る市民の割合

数値目標（３）
山古志地域・太田地区

0.0％→  99.8％
小国地域0.0％→97.6％
栃尾地域0.0％→0.0％

川口地域0.0％→100.0％

代替指標（３）
小国地域0.0％→97.6％

寄与度(※)：－（％）

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

ＮＰＯ法人による生活交通事業の更なる収益性の向上を図るため、引き続き、規
制の特例措置の実現を図るとともに、事業者と地域住民との協働推進やバスの利
活用促進に向けて次年度以降も総合特区を継続し、取組を推進する。

特区に指定されて半年と日が浅い段階ではあるが、小国地区ではこの4月より過疎地有償運送事業を開始
し、山古志・太田および川口地区については来年度開始に向けて準備を進めているとのことで、着実に事業
を実施している。

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］
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目標達成に向けた実施スケジュール
特区名：持続可能な中山間地域を目指す自立的地域コミュニティ創造特区

年
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

全体 研修会／先進地視察事業

（財）新潟県中越大震災復興基金が実施する補助事業を活用した各地域における持続可能な中山間地域を目指す取組
※各事業主体が活用する（又は活用を見込む）補助事業
　　　地域復興支援員設置支援
　　　　　中越大震災で被災した地域におけるコミュニティ機能の維持・再生や地域復興を目的として、公共的団体等が地域復興活動を専任とする「地域復興支援員」を設置する事業に要する経費を補助する。

　　　地域復興人材育成支援
　　　　　中越大震災で被災した地域の復興に携わる人材を確保・育成するとともに、中越大震災の教訓を活かした防災人材の育成を図ることにより、震災からの復興と災害に強い地域づくりを実現する。

　　　地域生活交通確保
　　　　　中越大震災の影響によりバス路線が廃止された地域において、地域住民等によるバスの運行を支援し、住民の生活交通を確保するとともに、外部来訪者の交通手段を確保することで交流人口の増大を図る。

　　　地域経営実践支援
　　　　　中越大震災で被災した地域において培われてきた復興に対する意欲や経験を結びつけることで、住民が主体となって地域の課題を克服し、持続可能な地域コミュニティや地域経営を確立する取組を支援することにより、被災地域の一層の自立を支援する。
　

　　　地域資源活用・連携支援
　　　　　中越大震災の被災地において実施されている様々な復興の動きを有機的に結びつける取組を支援することにより、被災地域の総合力を高め、地域の自立的復興、地域主導で行う持続可能な地域社会づくりを促進する。

事業１ 生活交通事業（小国地域）

過疎地有償運送

有償運送 ●開始

旅客の範囲の緩和 国と地方の協議／協議に基づく対応／事業周知 ※開始時期については、国と地方の協議の進捗次第

自家用自動車有償貸渡

有償貸渡 国と地方の協議／協議に基づく対応／事業周知 ※H25.3.29措置済み。開始時期については、不正防止措置化及びＮＰＯの準備が整い次第。

事業２ 生活交通事業（川口地域）

過疎地有償運送

有償運送 運営協議会による協議／事業周知 ●開始

旅客の範囲の緩和 国と地方の協議／協議に基づく対応／事業周知 ※開始時期については、国と地方の協議の進捗次第

自家用自動車有償貸渡

有償貸渡 国と地方の協議／協議に基づく対応／事業周知 ※H25.3.29措置済み。開始時期については、不正防止措置化及びＮＰＯの準備が整い次第。

事業３ 生活交通事業（山古志地域・太田地区）

過疎地有償運送

有償運送 運営主体の検討 運営協議会による協議／事業周知 ●開始

旅客の範囲の緩和 国と地方の協議／協議に基づく対応／事業周知 ※開始時期については、国と地方の協議の進捗次第

自家用自動車有償貸渡

有償貸渡 国と地方の協議／協議に基づく対応／事業周知 ※H25.3.29措置済み。開始時期については、不正防止措置化及びＮＰＯの準備が整い次第。

注１）工程表の作成に当たっては、各事業主体間で十分な連携・調整を行った上で提出すること。
注２）特に翌年度の工程部分については詳細に記載すること。

H28H24 H25 H26 H27
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■規制の特例措置を活用した事業の実績及び評価

特定地域活性化事業の
名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いるこ
と）

自己評価 規制所管府省による評価

規制所管府省名：＿国土交通省＿
□　特例措置の効果が認められる
□　特例措置の効果が認められない
　　　⇒□要件の見直しの必要性あり
■　その他

＜特記事項＞

目標達成に向けて引き続き
取組を推進されたい。

■国との協議の結果、全国展開された措置を活用した事業の実績及び評価

全国展開された
措置の名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いること）
自己評価 規制所管府省による評価

規制所管府省名：＿＿＿＿＿＿＿
＜参考意見＞

■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置による事業の実績及び評価

現時点で実現可能なこ
とが明らかとなった措置

の概要
関連する数値目標 事業の実施状況

直接効果
（できる限り数値を用いること）

自己評価 規制所管府省による評価

規制所管府省名：＿＿＿＿＿＿＿
規制協議の整理番号：＿＿＿＿＿
＜参考意見＞

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

※関連する数値目標の欄には、別紙１の評価指標と数値目標の番号を記載してください。

規制の特例措置の活用が可
能になり、ＮＰＯ法人の更な
る収益性の向上が大いに期
待される。持続可能な中山間
地域を目指し、自家用マイク
ロバスのレンタカー事業の取
組を継続して推進する。

過疎地有償旅客運送マ
イクロバス有償貸渡事
業（国交Ｂ００６）

　数値目標
　（１）－①②③④
　数値目標（２）
　数値目標（３）

平成25年3月29日に認定されたた
め、平成24年度中においては、事業
未実施であるが、今後、不正防止措
置の啓発を行い、ＮＰＯ法人の準備
が整い次第、事業を開始する見込
みである。

事業未実施であるため、平
成24年度中における直接効
果は現れていないが、今後
事業が開始されることによ
り、ＮＰＯ法人の収益性の向
上が図られる。
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■財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（国の支援措置に係るもの）

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 累計 自己評価

（千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円）

税制支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 累計 自己評価

該当なし 件数

金融支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 累計 自己評価

生活交通事業

数値目標
（１）－①②③④
数値目標（２）
数値目標（３）

件数 0 1 1

生活交通事業（小国地域）でバスを購入する
際に、総合特区支援利子補給金制度を活用す
ることよって事業者の金利負担が軽減され、
事業が円滑に実施された。

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

財政支援措置の状況

継続的に生活サービスを提供するため、現在提案している規制の特例措置を活用することでＮ
ＰＯ法人の多様な収益を確保し、経営の安定化を図るとともに、市コミュニティバス運行補助金
を中心とした継続的な財政支援とあわせて人的支援のあり方も検討したい。

「自立経営型NPO」による交通手段の提供や「小さな役場」機能
という点については、高齢化が進みマンパワーが不足するこれ
らの地域ではあまりに酷であり、市当局による十分な支援体制
をあわせて検討する必要があると考えられる。

該当なし

財政支援要望

国予算(a)
（実績）

総事業費(a+b)

自治体予算(b)
（実績）



別紙４
地域独自の取組の状況及び自己評価（地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連する民間の取組等）

■財政・税制・金融上の支援措置

財政支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

税制支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

金融支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

■規制緩和・強化等
規制緩和

取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

規制強化
取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

その他
取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

・長岡市中山間地域自立促進協議会活動支
援研修会
・中山間地域の地域経営を学ぶ連続講座
（全4回）
・長岡市中山間地域自立促進協議会活動支
援先進地視察

数値目標（１）－①②③④
数値目標（２）
数値目標（３）

震災復興や地域づくりに取り組むＮＰＯ法人等
に対して、地域づくり等の専門家を招いた連続
講座・研修会の開催や先進地視察などを実施す
ることで、組織の自立安定化や新規事業の立上
げに向けた知識の取得等を図ることができた。

震災復興や地域づくりに取り組むＮＰＯ
法人の経営の安定化に貢献できた。『自
立経営型ＮＰＯ法人による生活サービス
提供モデル』の構築に向け、来年度以降
も取組みを継続する。

長岡市

■体制強化、関連する民間の取組等

体制強化

民間の取組等

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］
民間バス路線とNPOによる有償バス運送、タクシー会社への委託事業としての
オンデマンドタクシーが併存することによって、地域の公共交通空白域が解消さ
れていることは高く評価できる。スクールバスも兼ねるなど、1台のバスで住民の
利便性を効率的に確保している。

地域住民のニーズや利用実態を踏まえたダイヤや運行経路の見直しを適宜行いながら、更なる利便性の向上
を図るとともに、規制の特例措置の活用等により採算性の向上も図っていきたい。

山の暮らし再生事業
数値目標（１）－①②③④
数値目標（２）
数値目標（３）

長岡市

長岡市

財団への運営支援を通じて、「誰もが安心して
暮らし続けられる中山間地域」づくりを推進し
た。（財団法人山の暮らし再生機構補助金
40,859千円）

山古志地域・太田地区及び小国地域の生活交通
を確保するための事業を運営するために必要な
運営費用等を補助した。（山古志・太田地区ク
ローバーバス運行補助金4,010千円、小国地域生
活交通補助金15,456千円）

数値目標（１）－①②③④
数値目標（２）
数値目標（３）

公共交通等確保維持事業

ＮＰＯ法人が行う生活交通サービスに対
して財政支援（市コミュニティバス運行
補助金）することにより、生活交通を維
持することができた。また、公益財団法
人山の暮らし再生機構への財政支援は、
地域の多様な活動を支援することでコ
ミュニティ機能の維持等に寄与し、中山
間地域の生活交通の維持に貢献した。
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